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毎週火・金曜日 

収集場所は不燃ごみステーションです。 

 ７月23日（月） 本宿５・今・高谷・郡 
  ・大貫 
 24日（火） 松崎・向野・並木・古原 
  植房・藤の台 
 25日（水） 本宿１・２・３ 
 26日（木） 本宿４・神宿・小松 
 27日（金） 武田・新・毛成・立野 
  ・成城台・四季の丘 

 ７月６日（金） 松崎・向野・並木・古原 
  ・植房・藤の台 
 9日（月） 本宿５・今・高谷・郡 
  ・大貫 
 10日（火） 武田・新・毛成・立野 
  ・成城台・四季の丘 
 11日（水） 本宿１・２・３ 
 12日（木） 本宿４・神宿・小松 
 ８月６日（月） 本宿５・今・高谷・郡 
  ・大貫 
  

ごみは必ず収集日の朝８時３０分までに地区のごみステーションに出して
ください。収集時間は当日のごみの量等により変わることがあります。

【7月】 
 1日○ 千葉県消防協会香取支部 
  ポンプ操法大会（午前８

�� 時30分、香取市山田中央

�� 運動広場野球場）

22日○・23日○　水稲病害虫ヘリ 
  防除（午前４時から町内

�� 全域、雨天の場合は順延）

　�� ※一部は31日○火�に実施

日 

 

 

 

日　　　　　  月 

　不動産・賃金・交通事故・離婚・相続などでお困りの方は、お気軽にご相
　談ください。弁護士が相談に応じます。（ご予約は前日までに総務課へ）
　　７月19日（木）・８月９日（木）　13：30～15：30　役場１階小会議室 

　人権問題や行政・公害に関する苦情・意見・要望がありましたらお気軽に
　お申し出ください。７月～９月の相談は予約制になります。ご予約は前日
　までに総務課へお願いします。
　　7月13日（金）・8月10日（金）・9月14日（金）  13：30～15：30   役場１階小会議室 
　なお、相談日に都合がつかない場合は、直接相談員へ連絡してください。
　　行政相談員（七五三敏信☎○72 2283） 人権擁護委員（池上眞人☎○72 3192、高
　　木富子☎○72 3522、飯合正和☎○72 3343）公害苦情相談員（宮　安夫☎○72 3235、
　　石橋勇☎○72 2046）  

　お子さんの学習、進路、不登校、いじめ等の相談に随時対応します。相談
　日時については、事前にご連絡ください。
　　教育委員会（神崎ふれあいプラザ文化ホール内）☎○72 1601

☎

期間中、散布区域内に入らないよう 
　　　　　　　　　ご協力お願いします。 
期間中、散布区域内に入らないよう 
　　　　　　　　　ご協力お願いします。 


